
もりよし学校給食センター自家用電気工作物保安管理委託　仕様書 

 

１ 業務名　 

もりよし学校給食センター自家用電気工作物保安管理委託 

 

２ 業務箇所 

北秋田市米内沢字林ノ腰３６ 

 

３ 対象設備 

　ア、設備容量：　１４００　㎸A 

　イ、受電電圧：　６６００　V 

 

４ 業務期間 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 

５ 業務内容 

　受託者は、電気事業法施行規則第５２条の２に定める要件に適合すると共に、次の

業務を関係法令、条例、規則、保安規定等に基づき誠実に実施するものとする。 

【定例業務】 

（１）自家用電気工作物の維持及び運用について、日常巡視等の結果を問診により確認の

うえ、定期的な点検を行い、その結果について報告する。経済産業省令で定める技術基

準その他の法令に適合しない場合又は適合しないおそれがあると判断した場合は、必要

な指示又は助言を行うこと。 

（２）電気事故が発生したとき、又は発生のおそれや異常がある場合において、市もしく

は電力会社等より通知を受けたときは、現状を確認し送電停止等必要な応急措置を指示

するとともに、事故原因の究明に協力し、再発防止のため取るべき措置を指示又は助言

し、必要に応じて臨時点検を行い、電気事業法第１０６条の規定に基づく電気関係報告

規則に定める電気事故報告書の作成及び手続きの指示を行うこと。 

（３）電気事業法第１０７条の規定に基づく立入検査の立会いを行うこと。 

（４）点検の頻度は次のとおりとする。 

（イ）月次点検　毎月１回（絶縁監視装置を取付の場合は隔月１回） 

（ロ）年次点検　毎年１回 



（ハ）工事中　毎週１回 

（二）臨時点検　必要の都度 

（５）　電気工作物周辺の環境美化を図ること。 

【定例外業務】 

（１）電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への届出書類等の作成及び

手続きの助言を行うこと。 

（２）電気工作物の設置、改造等の工事について、保安規定及び受託者の点検指針等に定

めるところにより、工事期間中の巡視、点検を行い、必要に応じそのとるべき措置につ

いて指示又は助言を行うこと。なお、工事期間中の巡視、点検の頻度は毎週１回以上と

する。 

（３）電気工作物に関する工事が完成した場合には、保安規定及び受託者の点検指針等に

定めるところにより、竣工検査を行い、必要に応じその取るべき措置について指示又は

助言を行うこと。 

（４）非常用予備発電装置を他から移動して設置する場合に、点検及び検査を行い、運転

に必要な指導を行うこと。 

 

６　申請、届出等 

　電気事業法施行規則第５２条第２項に規定する主任技術者の外部委託承認に係る一切の

手続きを行うこと。なお、手続きに係る費用は、保安管理業務委託料に含むものとする。 

　受託者が引き続き前年と同一の者である場合は、この手続きは必要ないものとする。 

 

７　現状復帰 

　この契約が完了したときは、受託者は、遅滞なく機器を撤去し、原状回復するものと

し、その費用は受託者の負担とする。 

 

８　機密の保持 

　受託者は、業務上知り得た委託者の機密を他に漏らしてはならない。契約の解除及び期

間満了後においても同様とする。 

 

９　その他 

　この仕様書に定めのない事項に関しては、委託者・受託者協議の上決定する。


